
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国 外 扶 養 親 族 に 係 る  

扶 養 控 除 の 見 直 し に つ い て  

■国外居住親族に係る扶養控除の見直し  

国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関しては、国外で一定以上の所得がある

方について控除の対象となっているという課題を踏まえ、国外居住親族の扶養控除

の対象となる親族の年齢要件を見直し、３０歳以上７０歳未満の者については一定条

件に該当するものを除き扶養控除の適用対象から除外することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

■30～69 歳の国外居住親族が扶養控除の対象となる一定条件 

 国外居住親族のうち、３０歳以上７０歳未満の者については、下表のいずれかに 

該当する者以外は扶養控除の適用対象外となります。 


